
北海道算数数学教育会 中学校部会 会則 

 

第１章 総    則 

 

第１条 本会は、北海道算数数学教育会中学校部会と称する。 

 

第２条 本会は、北海道算数数学教育会（略称：北数教）の中学校部会とする。 

 

第２章 目的及び事業 

 

第３条 本会は、算数・数学教育に関する事項を研究し、会員の見識の向上に努め、北海道の算

数・数学教育の振興を図ることをもって目的とする。 

 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、小学校、高等学校部会と協力して次の事業を行う。 

（1）研究会を年１回以上の開催。 

（2）本道の算数・数学教育の振興のための必要な調査、研究。 

（3）機関誌の発行。 

（4）講習会、講演会の開催。 

（5）その他、本会の目的達成に必要と認められる事業。 

 

第３章 会員及び組織 

 

第５条 会員は、正会員及び賛助会員とする。 

（1）正会員は．本会の趣旨に賛同し、入会申込みをした者をいう。 

（2）賛助会員は、本会の目的に賛同する者をいう。 

 

第６条 本会は、本道各地に支部をおくことができる。 

 

第７条 本会は、事務局を事務局長在勤校におく。 

 

第４章 役員の選出及び職務 

 

第８条 本会に次の役員をおく。 

部会長  １名 

副部会長 若干名 

監事   １名 

代議員  若干名 

常任幹事 若干名 

なお、役員の任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

第９条 部会長、副部会長、監事、代議員は常任幹事会で選出し、総会で承認を得るものとする。 

（1）部会長は、本会を代表し、会務を統括する。 

（2）副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在の場合には、その職務を代行する。 

（3）監事は、本会の業務・会計を監査する。 

 

第10条 常任幹事及び事務局員は、部会長の委嘱による。 

 

第５章 会    議 

 

第11条 本会の会議として、総会、常任幹事会、部会会議を設け、部会長が招集する。 

 



第12条 総会は、原則として研究大会の折りに開催し、部会の組織及び運営について協議する。 

 

第13条 常任幹事会は、北数教全道常任幹事会の折りに開催し、部会の組織及び運営について協

議する。 

 

第14条 部会会議は、必要によって開催し、本会の円滑な運営に努める。この会は、部会長、副

部会長、監事、事務局長、事務局次長、関係副会長で構成する。 

 

第６章 会    計 

 

第15条 本会の収入は、会費、事業収入及びその他の収入をもって充てる。 

 

第16条 会費は、正会員・賛助会員とも年額1,000円とする。 

 

第17条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年の３月31日に終わる。 

 

第７章 事  務  局 

 

第18条 事務局長、事務局次長は、常任幹事より部会長が委嘱する。 

 

第19条 事務局員は、正会員の中から部会長が委嘱する。 

 

第８章 会則の改正 

 

第20条 本会則の改正は、総会の決議による。 

 

第９章 付    則 

 

第21条 本会則は、平成13年５月26日から施行する。 

 


